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（
経
済
産
業
委
員
会
）

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
〇
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
近
年
の
技
術
革
新
の
進
展
及
び
経
済
社
会
の
情
報
化
等
に
対
応
し
、
特
許
法
、
商
標
法
そ
の
他
の
工
業
所
有

権
関
係
法
律
に
つ
い
て
、
権
利
保
護
の
強
化
、
出
願
人
の
負
担
軽
減
、
審
査
の
効
率
化
及
び
我
が
国
工
業
所
有
権
制
度
の
国
際

的
調
和
を
図
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
発
明
の
実
施
定
義
の
見
直
し

１

無
体
物
で
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
が
、
特
許
法
上
の
「
物
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

２

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
発
明
の
実
施
（
譲
渡
、
貸
渡
し
等
を
す
る
行
為
）
に
電
気
通
信
回
線
（
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
）
を
通
じ
た
提
供
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

二
、
特
許
権
等
の
侵
害
範
囲
の
拡
大

特
許
発
明
で
あ
る
こ
と
及
び
侵
害
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
部
品
を
供
給

す
る
行
為
等
に
つ
い
て
も
、
侵
害
と
み
な
す
。

三
、
先
行
技
術
文
献
情
報
の
開
示
制
度
の
導
入
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出
願
人
の
有
す
る
先
行
技
術
文
献
情
報
を
、
出
願
時
に
、
発
明
の
詳
細
な
説
明
に
記
載
す
る
制
度
を
導
入
す
る
。

四
、
国
内
書
面
提
出
期
間
の
延
長
等

１

海
外
で
国
際
特
許
出
願
を
行
い
、
そ
の
発
明
に
つ
い
て
我
が
国
に
お
い
て
も
特
許
を
得
よ
う
と
す
る
際
に
必
要
な
国
内

書
面
の
提
出
期
間
を
国
際
特
許
出
願
日
か
ら
一
律
に
二
年
六
月
と
す
る
。

２

外
国
語
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
の
提
出
時
期
を
、
国
内
書
面
の
提
出
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
延

長
す
る
。

五
、
商
標
の
使
用
定
義
の
見
直
し

商
標
を
付
し
た
商
品
を
電
気
通
信
回
線
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為
等
が
、
商
標
の
使
用
に
含
ま
れ
る

こ
と
を
明
確
化
す
る
。

六
、
国
際
商
標
登
録
出
願
に
お
け
る
個
別
手
数
料
の
分
割
納
付

国
際
商
標
登
録
出
願
の
個
別
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
国
際
登
録
前
と
出
願
が
国
内
で
登
録
査
定
さ
れ
た
と
き
と
の
二
段
階

に
分
け
て
納
付
す
る
。


